
別 に 定 め る 事 項 

関係条項 内     容 

第３条 

（交付申請） 

（添付書類） 

①様式14号 

 ②国の地域公共交通経営改善計画に基づく実証運行の交付申請書一式

の写し及び補助金交付決定通知書の写し（ただし、乗合バス事業者で

当該補助金の交付申請を行っていない場合は添付不要） 

 ③補助対象経費に充当された他の国庫補助金の内容・金額が分かる書類 

 ④その他必要と認める書類 

（指定期日） 

事業着手日の１週間前まで 

（令和５年７月の運行経費を対象に申請を行う場合は７月 10日まで） 

第７条第１項 

（変更交付申請） 

（軽微な経費配分の変更） 

補助額の増額を伴わない経費配分の変更 

（軽微な事業内容の変更） 

 補助額の増額を伴わない事業内容の変更 

（添付書類） 

第３条に準じる 

（指定期日） 

変更交付申請を行う事由が発生後、速やかに申請 

第９条第１項 

（遂行状況報告） 

（報告事項等） 

－ 

第 11条 

（実績報告） 

（添付書類） 

①様式15号 

②国の地域公共交通経営改善計画に基づく実証運行の完了実績報告書

の写し（ただし、当該補助金の交付申請を行っていない場合は添付不

要） 

③その他必要と認める書類 

（指定期日） 

 補助事業完了の日から 30 日を経過した日又は令和６年３月８日のいず

れか早い日 

第 19条第１項 

（財産の処分制限） 

（財産の処分期限） 

－ 

 


